
沖縄県公文書館 戦後80年企画

戦後80年の節目となる2025年（令和７）、沖縄県公文書館では、福井県越前市のご協力の下、
沖縄返還交渉において佐藤栄作首相の「密使」（みっし）として重要な役割を果たした国際政治学者、
若泉敬が沖縄県民及び当時の大田昌秀知事に宛てた「歎願状」（たんがんじょう）を含む関連資料の寄
贈を受けました。
   このパネル展では、それらの資料から若泉氏の人となりや沖縄との関係をひも解いていきます。

1930年（昭和5）3月29日、福井県今立郡服間村

（現・越前市）生まれ、1996年（平成8）7月27日没

（享年66歳）。福井師範学校、東大法学部を卒業後、

1954年（昭和29）から保安庁保安研修所（のちの防

衛庁防衛研究所）教官を務めました。1960年（昭和

35）に米国ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研

究所へ留学し、帰国後、1966年（昭和41）に京都産

業大学教授に就任します。

   1980年（昭和55）、東京から故郷・福井に居を移

した若泉は、1992年（平成4）まで京都産業大学教授

を務めます。退職時には、退職金全額を世界問題研究

所に寄付し、同研究所ではこれをもとに「若泉敬記念

基金」を設立しました。

   大学退職後の1994年（平成6）に『他策ナカリシヲ

信ゼムト欲ス』を出版し、沖縄返還交渉において有事

の際に沖縄への核の再持ち込みを認める密約があっ

たことを明かしました。その後、6月23日付で沖縄県

民、大田昌秀沖縄県知事、関係者宛に「歴史に対して

負っている私の重い『結果責任』を執り、国立戦没者

墓苑において自裁します」とする「歎願状」（遺書）をし

たため、同日国立戦没者墓苑に喪服姿で参拝したも

のの、自殺は思いとどまります。その後、『他策ナカリ

シヲ信ゼムト欲ス』英語版の執筆に着手、1996年（平

成8年）7月27日、完成稿を見届けた後、福井県鯖江

市の自宅にて自ら命を絶ちました。

若泉敬とは

米国統治時代に沖縄に配備されていた核兵器
地下発射基地でメースミサイルの作業をする技術者たち
（1962年4月）【資料コード0000214660／写真
番号342-B-USAF-94088】

【主な参考資料】
 若泉敬『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』（文藝春秋 1994年）
 NHKスペシャル取材班『沖縄返還の代償 核と基地 密使・若泉敬の苦悩』（光文社 2012年）
 具志堅勝也『星条旗と日の丸の狭間で』（芙蓉書房出版 2012年）
 森田𠮷𠮷彦『評伝 若泉敬——愛国の密使』（文藝春秋 2011年）
 RBC復帰50年シリーズ「他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス～そして核の密約は交わされた～」（初回放送1997年5月）
 越前市「戦後80年記念・越前市市制施行20周年記念事業 若泉敬顕彰特別講演会 特別資料」（2025年9月18日）

【若泉敬と沖縄返還の歴史】

 1930年 若泉敬生まれる
 1945年 ポツダム宣言受託、連合国による占領開始
 1950年 朝鮮戦争勃発
 1951年 サンフランシスコ講和条約、日米安保条約調印
 1953年 朝鮮戦争終結
 1954年 保安庁保安研修所（現防衛省防衛研究所）教官就任
 1960年 新日米安保条約調印
 1966年 京都産業大学教授に就任
 1967年 佐藤首相、「非核三原則」を表明。佐藤・ニクソン共同
                声明、両3年以内に沖縄返還時期を決定とする
 1968年 米原子力空母、佐世保寄港
 1969年 佐藤・ニクソン共同声明、1972年沖縄返還合意
 1970年 日米安保条約、自動継続
 1971年 沖縄返還協定調印
 1972年 沖縄の日本復帰（沖縄返還）
 1992年 東京で沖縄返還20年周年記念日米合同シンポジウム
 1994年 『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』刊行
 1996年 若泉、福井県鯖江市の自宅にて逝去（享年66歳）
 2009年 密約文書に関する外務省有識者委員会発足

※パネル上の資料は、２階閲覧室にて、資料コード、写真番号で閲覧請求が可能です。 1



沖縄戦の特徴の一つは、軍人よりも民間人により

多くの犠牲が出たことでした。その主な理由は、人口

の多い沖縄本島中・南部に主力を配置した日本軍第

32軍が、「軍官民共生共死の一体化」の方針を打ち

出して住民までも「根こそぎ動員」した上に、 「皇土

（本土）防衛」のためとして、できるだけ時間をかせぐ

作戦（持久戦）を展開したためでした。

   大日本帝国の一員として戦争の一端を担った沖縄

県民でしたが、混乱する戦場においては、日本兵に

よって住民が殺害されたり、米軍に投降することを許

されず、死に追い込まれたりする出来事が発生しまし

た。このような多大な犠牲を払った経験から、「２度と

戦争をしてはいけない」という思いを抱くようになり

ました。

第7師団第32連隊区域の前線から逃げる際、被弾
した民間人。（1945年6月21日） 【資料コード
0000214850／写真番号111-SC-209412】

女性の死体。那覇にて（1945年 5月） 【資料
コード0000112246／写真番号73-28-1】

日本軍看護婦の死体。日本兵、軍医とともに日本軍のいる国吉
に移動中だった彼女らは、止まるよう命じられたがそれでも逃げ、
全員ヘンゲヘアー一等兵に射殺された。彼女はライフルも所持して
いた。（1945年 6月12日） 【資料コード0000112246／写
真番号73-29-1】

若泉敬と沖縄の関係を考える上で、先の沖縄戦を抜きに語ることはできません。
   ここ沖縄は、アジア・太平洋戦争の最後の決戦場となり、約3カ月にわたって日米
両軍による激しい地上戦が展開され、日米双方で20万人近くの人が命を落としま
した。

沖縄戦の実相と教訓

当時の日本軍兵士は、「軍人勅諭」、「戦陣訓」、武士

道などに強い影響を受けていました。

   「軍人勅諭」とは、明治天皇が軍人に下した勅諭で、

「忠節」「礼儀」「武勇」「信義」「質素」を軍人が守るべき

五つの徳目としました。そのうち特に「忠節」「礼儀」

「武勇」は、江戸時代の武士道の徳目であった儒教朱

子学の影響を強く受けていました。

   「戦陣訓」とは、1941年（昭和16）に当時の陸軍大

臣・東条英機が全陸軍に布達した、戦場での行動規範

を示した訓示です。特に有名な「生きて虜囚（りょしゅ

う）の辱めを受けず」という一節が、捕虜になることを

許さず、無謀な突撃や自決の一因となったと指摘さ

れています。

   沖縄ではさらに、第32軍の「軍官民共生共死の一

体化」という方針のもと、米軍に投降することも許さ

れませんでした。その結果、日本軍による住民への自

決の強制や、米軍の捕虜になることを恐れた住民が

自ら命を絶つなど、多くの犠牲が出ました。

多くの犠牲を生んだ軍人思想
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第２次世界大戦が終わったのもつかの間、今度は

自由主義国と共産主義国との「冷たい戦争」が激しく

なり、沖縄はその地理的条件から極東の自由主義諸

国の最前線基地として重要な役割を担うようになり

ました。そして、1952年（昭和27）、連合国による占

領が終わって日本が再び独立を果たした際、米国は

単独で沖縄の施政権を獲得します。

   その後米国政府は、軍事要塞化する一方で、沖縄を

長期保有するためにさまざまな民主化政策も実施し

ます。しかし、当時の沖縄には日本国憲法も合衆国憲

法も適用されず、人々の人権や尊厳がないがしろに

されることもしばしばで、米軍基地がらみの事件・事

故も多発しました。

   第２次世界大戦で軍国主義を打ち破り、戦後日本

の民主化に貢献した米国はありましたが、沖縄におい

ては軍事優先政策をとったことから、住民の不満は

拡大し、日本への復帰を求めるようになります。沖縄

県民が目指したのは「基地のない平和の島」でした。

1945年（昭和20）6月、米軍は圧倒的な戦力で沖縄戦に勝利を収めると、本土攻
略作戦に移ります。そして、8月6日に広島、同9日に長崎に原子爆弾を投下。ここに
きてようやく日本政府は無条件降伏を受託し、第２次世界大戦が終結しました。しか
しそれは、その後27年間にもわたる米国による沖縄統治の始まりでもありました。

日本からの沖縄切り離し

米国は当初、基地機能の維持と施政権の保持は切

り離せないものと考えていたため、日本復帰運動は

米国の施政権に対する挑戦ととらえ、厳しく弾圧しま

した。

   米軍が施政権を盾に強権的な政策を行えば行うほ

ど、県民が日本復帰を求める声は高まっていきまし

た。やがて米国政府は、沖縄政策の見直しを余儀なく

され、施政権返還も考慮するようになります。

沖縄県民による日本復帰運動

米第36海軍建設大隊のローラーとスクレイパーで最後の仕上げに
かかる泡瀬飛行場（1945年 7月31日） 【資料コード
0000112236／写真番号14-39-1】

祖国復帰大行進団撮影地不明（1965年 4月27日） 
【資料コード0000108769／写真番号016647】

沖縄の戦略的重要性を示す地図  極東の主要都市までの距離はそれ
ぞれマニラ約1,300㎞、ピョンヤン約1,300㎞、東京約1,500㎞、北
京約1,800㎞、ウラジオストク約2,000㎞、ハノイ約2,300㎞。
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若泉らによるねばり強い交渉の結果、１９６７年（昭

和４２）１１月の日米首脳会談で、両3年以内に返還の

時期について決定することが合意され、ついに沖縄

返還は現実のものとなりました。   

1960年代に入ると、沖縄での激しい日本復帰運

動の高まりを受けて、日米関係の安定ひいては極東

全体の安定のためには沖縄問題は避けて通れないと

の認識を日米両政府が持ち始めるようになります。

   1965年（昭和40）に首相として戦後初めて沖縄

を訪問した佐藤栄作首相は、「沖縄の祖国復帰が実現

しない限り、わが国にとって戦後は終わっていない」

と演説しました。

   米国政府は、沖縄問題をこのまま放置すると、近い

将来基地機能が維持できなくなるとの危機感を持ち、

1966年（昭和41）頃から検討を始めました。その結

果、基地機能を損なわないことを条件に施政権の返

還は可能との結論が出されました。米国政府にとっ

て沖縄返還は、「すべきかどうか」ではなく、「いつ」

「どのように」という課題に変わっていきました。

佐藤首相は、1967年（昭和４２）１１月に予定され

ていた日米首脳会談において、自ら公言した沖縄返

還について、米国側から何らかの約束を取りつけた

いと強く望んでいました。そこで、正式な外交ルート

とは別に、ジョンソン大統領の意向を探ろうとホワイ

トハウスに人脈を持つ人間を米国に送り込むことにし

ました。

   そこで白羽の矢が立ったのが、まだ30代後半の若

さで国際政治学者として名を馳せていた若泉敬でし

た。若泉は、ロバート・S・マクナマラ国防長官、ウォル

ト・W・ロストウ国家安全保障担当大統領特別補佐官、

モートン・ハルペリン国防次官補代理などとも親交が

ありました。

佐藤栄作総理大臣来沖［あいさつ］（1965年８
月19日） 【資料コード0000108909／写真番号
055644】（※カラー処理）

日本政府にとって、明治以来自国の領土の一部であった沖縄の返還を実現するこ
とは、講和条約締結直後からの課題でした。日本政府は日米協議の議題として提案
を試みますが、逆に米国政府から「沖縄を返せというのなら、日本は極東の安全保障
にもっと貢献せよ」と迫られました。防衛力増強を約束できない日本政府は、「沖縄
問題」に触れることを避けざるを得ませんでした。

佐藤栄作首相と沖縄返還

日米交渉と若泉敬

若泉敬からロストウ大統領特別補佐官宛て手書きメモ
（1967年11月12日）【資料コード0000073624】
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若泉敬『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』448頁
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米国の施政権下にあった沖縄では、日本本土と違って米軍は自由に基地を使用す
ることができました。当時の沖縄には最大で約1,300発の核兵器や毒ガスなどの特
殊兵器が貯蔵されていました。
   「両3年以内」に返還の時期を決めると約束した1967年（昭和42）の日米首脳会
談から2年経過した1969（昭和44）年、日米交渉が本格化しました。その交渉で最
も難航したのが、返還後の米軍基地の運用についてでした。

日本では、世界で唯一の被爆国であるという歴史

的経験から、核兵器に対する強い拒否感が根強く存

在します。こうした世論を背景に、佐藤栄作首相は国

会において、「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませ

ず」という核政策の基本方針を表明しました。その後、

1971年（昭和46年）の沖縄返還協定案をめぐる国

会決議において、この方針を厳守することが確認さ

れ、「非核三原則」は日本の国是として確立されまし

た。

 持たず： 核兵器を保有しない。

 作らず： 核兵器を製造しない。

 持ち込ませず： 他国から核兵器を日本国内に持ち

込ませない。 

国是としての「非核三原則」

日本政府は、非核三原則を国是として掲げる立場

から、沖縄返還交渉において、沖縄の米軍基地にも本

土と同様に日米安保条約の事前協議制度を適用する、

いわゆる「核抜き・本土並み」の返還を目指しました。

   一方、米国政府は、核兵器の撤去は困難であるな

どとして表向きは沖縄返還に否定的な姿勢を示して

いました。しかし実際には、日本国内における米軍の

行動の自由が最大限に確保され、緊急時の核貯蔵権

と通過権を維持できるのであれば、核兵器の撤去は

可能であるとの結論が出ていました。

   米国はこの核兵器撤去を交渉上の〈切り札〉として

利用し、日本政府から最大限の譲歩を引き出そうとし

ました。その結果、有事の際には核兵器の再持ち込み

を認めるという内容が、日米の秘密合意議事録の形

で取り交わされました。これが、いわゆる「核密約」と

呼ばれるものです。

「核抜き、本土並み」
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東京から福井に居を移していた若泉敬は、 1992年（平成4）7月に東京で開かれた沖縄返還
20年記念の日米合同シンポジウムに参加しました。そこには、返還交渉時の米国家安全保障会
議（NSC）メンバーで、旧知の政治学者モートン・ハルペリンも参加していました。
   ハルペリンはその会場で、沖縄返還に関する米国政府の基本方針で、機密扱いを解かれたばか
りの「国家安全保障決定覚書13号」を公開、若泉との交渉を始める前の1969年（昭和44）5月
には米国は既に基本戦略として核兵器の撤去を決めていたと明言しました。
   若泉は、自らがこのような背景を知らないまま沖縄返還交渉において米国政府との「密約」を
結んでしまっていたことを知り、大きなショックを受けたといいます。若泉はその贖罪（しょくざ
い）の意味を込めて、自らが関わった沖縄返還交渉のすべてを明らかにする決意を固めました。

1994年（平成6）5月、若泉敬は『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』を出版しました。書名は、日清戦争時の外務大
臣・陸奥宗光が著書『蹇蹇録』（けんけんろく）の中で、「三国干渉」を受諾した理由について「他策ナカリシヲ信ゼム
ト欲ス」（他に方法はなかったと信じたい）と書き記したことにちなんでいます。

  若泉が同書を著した理由は何だったのでしょうか。同書の「謝辞」でそれを明らかにしています。

鎮
魂
献
詞

一
九
四
五
年
の
春
よ
り
初
夏
、

凄
惨
苛
烈
を
窮
め
た
日
米
沖
縄
攻
防

戦
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
大
義
を
信
じ
て
散
華
し
た

沖
縄
県
民
多
数
を
含
む

彼
等
二
十
数
万
柱
の
総
て
の
御
霊
に

対
し
、

謹
ん
で
御
冥
福
を
祈
念
し
、

こ
の
拙
著
を
捧
げ
る
。

謝
辞

ー
中
略
ー

   

顧
み
る
ま
で
も
な
く
、私
の
責
任

は
重
い
。

   

そ
の
重
み
は
常
に
私
の
深
層
心

理
を
支
配
し
て
き
た
。「
沖
縄
慰
霊

の
日
」
（
六
月
二
十
三
日
）
な
ど
ふ

と
夜
半
に
眼
を
醒
ま
し
、そ
の
他
の

同
胞
と
そ
こ
に
眠
る
無
数
の
英
魂

を
想
い
、鋭
利
な
刃
で
五
体
を
剔

（
え
ぐ
）
ら
れ
る
よ
う
な
気
持
に
襲

わ
れ
た
こ
と
す
ら
一
再
な
ら
ず

あ
っ
た
。そ
れ
は
、多
分
に
運
命
の

な
せ
る
業
と
は
い
え
、国
家
の
外
交

の
枢
機
に
与
っ
て
し
ま
っ
た
私
が
歴

史
に
対
し
て
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
「
結
果
責
任
」
で
あ
る
。

   

こ
の
事
実
に
よ
る
拘
束
か
ら
、ど

の
よ
う
に
し
て
も
逃
れ
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
。本
著
作
の
刊
行
は
、私

が
歴
史
に
対
し
責
任
を
負
う
こ
と

を
公
然
と
自
ら
に
課
し
、か
つ
そ
の

こ
と
を
改
め
て
確
認
す
る
た
め
の

営
為
に
他
な
ら
な
い
。

   

そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
で
あ

ろ
う
事
態
に
対
し
て
は
、私
自
身
い

つ
い
か
な
る
場
面
に
も
真
正
面
か

ら
対
峙
し
毅
然
と
し
て
責
任
を
執

る
だ
け
の
勇
気
と
覚
悟
を
今
こ
こ

で
自
ら
に
課
し
つ
つ
、跪
拝
（
き
は

い
）
し
て
こ
の
「
謝
辞
」
を
結
び
た
い
。

若泉敬『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』より

若泉敬『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』より

若泉敬『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』
（文藝春秋 1994年5月）
【資料コード 0000266109】

6

国家安全保障決定メモランダム第13号
（NSDM-13）（1969年5月28日）
【資料コード0000099284／記録アドレス
211271a003 】



『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』の刊行から2カ月後の6月23日、若泉敬は沖縄県民、
大田昌秀沖縄県知事、関係者宛に「歴史に対して負っている私の重い『結果責任』を執り、
国立戦没者墓苑において自裁します」とする「歎願状」をしたため、同日国立戦没者墓苑
に喪服姿で参拝しました。しかし、自分にはまだやることがあると、自殺を思いとどまり、
その後、 『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』の英語版に取り組むことになります。

1994年（平成6）６月23日、戦没者に
祈りを捧げる若泉氏

上：魂魄之塔  下：白梅之塔
【資料コード 0000266129】

「歎願状」 （1994年5月）【資料コード 0000266128】
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跋
（
ば
つ
）

—

中
略—

   

   

二
十
世
紀
も
幕
を
閉
じ
よ
う
と
し
て

い
る
現
在
、国
際
関
係
の
劇
的
な
変
動
を

背
景
に
、日
米
間
の
〝グ
ロ
ー
バ
ル
・パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
〟が
喧
伝
さ
れ
る
一
方
、真

に
対
等
な
両
国
関
係
の
抜
本
的
な
再
構

築
が
希
求
さ
れ
、さ
ら
に
は
世
界
新
秩
序

形
成
の
構
想
が
切
実
に
模
索
さ
れ
て
い

る
。

   
こ
の
よ
う
な
試
煉
に
立
つ
歴
史
の
一

大
変
容
期
に
直
面
し
て
い
る
今
日
、経
済

的
に
は
自
他
と
も
に
認
め
る
〝大
国
〟と

成
り
上
っ
た
日
本
お
よ
び
日
本
人
は
、果

た
し
て
〝日
本
の
理
念
〟を
普
遍
的
な
言

葉
と
気
概
を
も
っ
て
世
界
に
提
示
で
き

る
の
で
あ
ろ
う
か
。よ
り
根
源
的
に
は
、い

か
な
る
価
値
観
を
拠
り
所
に
波
風
荒
い

大
洋
へ
の
〝海
図
な
き
航
海
〟に
乗
り
出

さ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

   

こ
こ
で
敢
え
て
私
の
一
片
の
赤
心
を

吐
露
さ
せ
て
頂
く
な
ら
ば
、敗
戦
後
半

世
紀
間
の
日
本
は
「
戦
後
復
興
」
の
名
の

下
に
ひ
た
す
ら
物
質
金
銭
万
能
主
義
に

走
り
、そ
の
結
果
、変
わ
る
こ
と
な
き
鎖

国
心
理
の
中
で
い
わ
ば
”〝愚
者
の
楽
園
〟

(

フ
ー
ル
ズ
・パ
ラ
ダ
イ
ス)

〟と
化
し
、精

神
的
、道
義
的
、文
化
的
に
〝根
無
し
草
〟

に
堕
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。も
し
も
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、こ

の
よ
う
な
〝悲
し
む
べ
き
零
落
〟か
ら
再

起
し
、国
際
社
会
で
の
生
存
要
件
た
る

そ
れ
相
応
の
信
頼
と
尊
敬
を
受
け
る
た

め
に
、今
の
日
本
と
日
本
人
に
求
め
ら
れ

て
い
る
内
な
る
核
心
的
課
題
と
は
一
体

何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

   

一
言
に
し
て
言
う
な
ら
ば
、そ
れ
は
、

ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
魂
の
琴
線
を
揺
さ
ぶ
り
、

〝世
界
的
日
本
人
〟新
渡
戸
が
一
世
紀
近

く
前
に
訴
え
た
、あ
の
〝真
の
武
士
道
〟の

伝
統
に
深
く
念(

お
も)

い
を
い
た
し
、そ

れ
を
明
日
の
行
動
の
指
針
と
す
る
こ
と

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

   

そ
こ
に
は
、衣
食
足
っ
て
礼
節
を
知
り
、

義
、勇
、仁
、誠
、忠
、名
誉
、克
己
と
い
っ

た
普
遍
的
な
徳
目
が
時
空
を
超
え
て
静

か
な
輝
き
を
放
ち
続
け
て
い
る
。そ
の
不

滅
の
光
芒
の
中
に
、私
は
、戦
陣
に
散
り

戦
火
に
斃
（
た
お
）
れ
た
尊
い
犠
牲
者
た

ち
が
、彼
ら
の
祖
国
と
そ
の
未
来
を
担
う

同
胞(

は
ら
か
ら)

に
希
っ
て
止
ま
な
い

「
再
独
立
の
完
成
」
と
「
自
由
自
尊
の
顕

現
」
を
観
る
の
で
あ
る
。

   

心
眼
を
開
き
、心
耳
を
澄
ま
せ
ば
、私

の
魂
の
奥
深
く
静
か
に
喚(

よ)

び
か
け
て

く
る
こ
の
人
柱
た
ち
の
祈
り
の
声
を
、私

は
、否
、わ
れ
わ
れ
は
、こ
れ
以
上
黙
殺
し

て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

   
「
鎮
魂
献
詞
」
、「
宣
誓
」
、「
謝
辞
」
で

始
ま
る
こ
の
拙
著
の
公
刊
を
、〝永
い
遅

疑
逡
巡
の
末
〟こ
こ
に
決
断
す
る
に
至
っ

た
の
は
、ま
さ
に
私
の
そ
の
塞(

せ)

き
止

め
難
い
想
念
の
な
さ
し
め
る
業(

わ
ざ)

に

他
な
ら
な
い
。

若泉敬が『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』や「歎願状」にこめた思いとは何だったのでしょう
か。『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』の「跋」（ばつ＝あとがき）にその思いが綴られています。

若泉敬『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』614～617頁

若泉家の墓（福井県鯖江市）
地球儀の形をしており、太平洋を中心に左に日本
列島、右にアメリカ大陸、真ん中に「志」と刻まれて
いる。【資料コード 0000266129】

新渡戸稲造『武士道』（1908年、丁未出
版社蔵版）【資料コード 0000266107】

新渡戸稲造は、橋本佐内（越前藩士）、陸
奥宗光と並んで若泉敬が敬愛した一人。本書
は、武士の道徳的規範を解説し、日本人の
精神性を海外に紹介したもの。『Bushido: 
The Soul of Japan』という原題で1899年
に刊行され、「義・勇・仁・礼・誠・名誉・忠義」
といった武士の倫理観が、日本の仏教、神道、
儒教の影響を受けて形成されたことを説明して
いる。
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1994年（平成６）５月１２日、『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』が刊行される
と、沖縄に激震が走りました。５月３１日、沖縄県議会や基地を抱える名護市、
嘉手納町、那覇市でも臨時議会が開かれ、政府に真相究明を求める意見書
が全会一致で採択されます。しかし、国は密約の事実を否定し続けました。
   大田昌秀沖縄県知事は、 ６月６日付けで若泉宛に要請文を送りました。

謹啓

ー中略ー   

   貴殿の著書がマスコミに取り上げられ、「有事の際の沖縄への核持ち込みと
通過を日本政府が認める秘密の合意文書」が存在するとの報道がなされたこ
とに対し、沖縄県民は大きな衝撃と新たな不安を抱いております。

   貴殿が著書において、内容に関する照会、反論には応じない旨明記されてお
られることは十分に承知しております。しかし、核持ち込みに関する疑惑が存在
することは、復帰後20年余を経た今なお、基地と隣合わせの生活を余儀なくさ
れている沖縄県民にとって重大かつ深刻な問題であり、私は県知事として、真
相の解明についてできる限りのことをしていきたいと考えております。

   つきましては、たいへんお忙しいこととは思いますが、貴殿に直接お会いし、著
書に記述されておられる事柄についてお話を伺うことができれば幸いに存じま
す。

   貴殿からの御返事を心からお待ち申しております。

                                                                                               敬具

   平成６年６月６日

                                                                沖縄県知事  大田昌秀

若泉敬 殿

199４年（平成6）６月６日付け大田
昌秀沖縄県知事から若泉敬への書簡
【資料コード 0000266118】

199４年（平成6）６月20日付け若泉敬か
ら大田昌秀沖縄県知事への書簡 【同上】

『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』の巻末「読者の皆様へ
のお願い」によると、若泉氏は「これは拙い著作ではある
が、筆者としては、本書のなかに必要と思われるすべて
を記述し尽くしており、これ以上追加して書面または口
頭で説明、補足することはない」とし、いかなる方面から

の書面や電話等による質問に対しても、面会を含めてす
べて固く辞退する意向だったとのことです。それが大田
知事との面会を断った理由でもありました。
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このたび、福井県にお住まいの方より、若泉敬文書を沖縄県へご寄贈いただく運びとなりました。

長年にわたり、このように貴重な資料を丁寧に保管され、また本県へのご寄贈をご決断くださいました寄
贈者の方に、心より御礼を申し上げます。

あわせて、今回のご寄贈に際し、仲介の労をお取りくださった福井県越前市の山田賢一市長様、及び沖
縄までお届けいただいた奥谷博之様、そして寄贈実現のために多大なご尽力をいただいた具志堅勝也様
をはじめ、関係者の皆様方にも深く感謝申し上げます。

ご承知のとおり、若泉敬氏は、国際政治学者として長く活躍され、沖縄返還交渉においては、佐藤栄作総
理のいわゆる「密使」として米国政府との交渉にあたった当事者です。その舞台裏については、1994年刊
行の『他策ナカりシヲ信ゼムト欲ス』に詳述されておりますが、若泉氏は交渉の「結果責任を取る」という強
い思いから、当時の沖縄県知事および県民へ宛てて「歎願状」を残し、その二年後に自ら命を絶たれました。

今回寄贈された資料群は、若泉氏の人となりを知る上で重要であるのみならず、沖縄が歩んできた沖縄
戦、米国統治、日本復帰後の課題を考える上でも、極めて貴重な史料でございます。当館といたしましては、
これらの資料を大切に保存し、広く県民の皆さま、研究者の皆さまにご活用していただけるよう努めてまいり
ます。

沖縄県公文書館の資料を通して、沖縄の過去を見つめ、現在の立ち位置を確かめ、そして未来を展望す
る——そのような機会を提供し続けられるよう、今後も一層の努力を重ねてまいります。

                                                                                             2025年（令和７）11月21日

                                                                                             沖縄県公文書館長

若泉敬は、1994年（平成6）に自殺を思いとどまったあと、『他策ナカリシヲ信ゼムト
欲ス』を世界中の人々、特に若い人々に届けたいと英語版の執筆に着手しました。
   そして、1996年（平成8）7月27日、完成稿を見届け、出版契約書に署名した後、福井
県鯖江市の自宅で自ら命を絶ちました。
   その時、若泉の書斎には、沖縄の老齢の婦人が日の丸を掲げる写真が貼られており、
それが晩年の若泉にとっての「心の支え」だったそうです。
   写真の横には次のような一文も貼り付けられていました。

   小指の痛みを全身の痛みと感じてほしい――   

10

『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』の英語版がハワイ大
学出版局から公刊された2002年（平成14）、機密
指定が解除された米政府公文書の中に、キッシン
ジャーからニクソンへのメモで日米間の密約を示す
「共同声明の秘密の覚書」の存在が明るみになります。

また、2009年（平成21）12月には、佐藤栄作元
首相の遺品の中に密約示す「合意議事録」が存在した
との報道が出ました。

2009年（平成21）、民主党の鳩山政権下で密約
の有無を調査する有識者委員会が設置され、委員会
は翌年3月9日、調査結果を公表しました。

   同委員会は、この合意議事録について、①その内
容が公表された佐藤・ニクソン共同声明を実質的に
超えるものではないこと、②佐藤首相が私蔵してい
て政府内で公文書として正式に引き継がれていな
かったことを理由に密約とは認定しませんでした。

「密約」はあったのか
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